越前市北日野小学校屋外運動場

夜間照明施設管理運営細則
（施設の使用許可申請）

第一条　施設を利用する者は協議会に使用許可申請の上　許可を得て使用する

２．使用許可は北日野地区住民の優先とし　その他の申請は会長の承認の上許可する

３．使用日が雨天の場合は順次空白日を充てる

（使用の期日等）

第二条　施設の使用期間は4月1日より11月末日までとし雨天並びにグランドの状態が悪い場合は使用を禁止する

２．使用時間は午後7時より午後9時までとし　使用後の整備清掃は補助灯が点灯している間に行う

　　　　但し、9月1日より11月末までは、午後5時より午後6時30分までスポーツ少年団の使用を認める。使用料は１回1,500円とする
第三条　管理人を若干名置き点灯用鍵の保管及び使用後の清掃等の確認に当たる

（使用者の尊守事項等）

第四条　使用者は常にスポーツを愛好するものとして良識あるマナーに努めなければならない

２．使用者が次の各号に違反した場合又は協議会が不適当と認めた場合には施設の利用を禁止することがある

（１）使用時間を守ること

（２）グランド等の整備清掃を完全にする

（３）小学校並びに付近住民の施設等に損害をあたえた場合には使用者の責において管理人に報告しその被害額を実費負担とする

（４）スパイクの使用は禁止とする

（５）その他管理等に支障がある場合

（使用料及び使用許可申請）

第五条　使用申請代表者の会議は必要に応じて開催し申請者使用日の決定をする

２．使用許可申請書の提出は使用月の前月1日以降とする

３．使用者は使用許可申請書に必要事項を記入し　料金１回3,000円を添えて協議会に提出する

４．許可済の使用申請者は使用日には必ず使用すること（使用日の前日までに連絡無しで使用しない場合の使用料金は原則として返還はしない）但し第二条の１項の場合はこの限りでない

（その他）

第六条　グランド内においてタバコの吸殻やジュース等の空缶等は捨てずにモラルを守り事故の無いように注意すること






附則






この細則は昭和62年7月17日から施行する






附則（改正　平成11年12月17日）






この細則は平成11年12月17日から施行する






附則（改正　平成17年1月7日）





この細則は平成17年1月7日より施行する
附則（改正　平成17年10月1日）

この会則は平成17年10月１日から施行する

附則（改正　平成17年12月22日）





この細則は平成17年12月22日より施行する
